
























                  

 

コーポレート・ガバナンス体制概要図 
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※「決算情報」および「発生事実」については、総責任者の判断による情報開示の後、取締役会に事後報告とする場合があります。

対象となる開示情報
(1)法定開示
①金融商品取引法に基づく開示
企業内容等の開示（有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書等）
公開買付の開示（公開買付届出書、意見表明報告書等）
株券等の大量保有の状況に関する開示（大量保有報告書、変更報告書等）
②会社法に基づく開示（計算書類・連結計算書類、事業報告、附属明細書等）

(2)適時開示
証券取引所の規則に基づく開示
決定事実（株式等の発行、自己株式の取得、配当、合併、会社分割、株式交換、事業譲渡・譲受け、業務提携、代表者の異動、

決算期変更、定款の変更等）
発生事実（災害に起因する損害、訴訟の提起又は判決等、債権の取立て不能、取引先との取引停止、保有有価証券の含み損等）
決算情報（決算内容、業績・配当予想の修正等）
子会社に関する情報
コーポレート・ガバナンスに関する事項
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情報開示担当者（ＩＲ部門の所属員）

指導責任者（ＩＲ担当部門長）

関東財務局・証券取引所（記者クラブ）・ウェブサイト

適時開示情報の収集・管理
（指導責任者：ＩＲ部門の部門長）
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【適時開示体制図】
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